
 

 

議案第３０号 

  米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定することについて議会の議決を求める。 

 

  平成２７年２月２７日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

      提案理由 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償の額の見直しに伴い、この案を提出する

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（平成 17年米原市条

例第 34号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第２項を次のように改める。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料の７種とし、そ

の額は地方自治法第180条の５第１項各号および同条第３項各号に掲げる委員会の委員およ

び委員にあっては米原市特別職の職員の給与等に関する条例（平成17年米原市条例第37号）

の例により、その他の者にあっては米原市職員等の旅費に関する条例（平成17年米原市条例

第43号）の例による。 

 第６条を削り、第７条中「(平成17年米原市条例第43号)」を削り、同条を第６条とする。 

 別表監査委員の項の次に次のように加える。 

公平委員会 委員長 日額 5,000円 

委員 日額 5,000円 

 別表行政事務嘱託員の項、交通指導員の項、環境美化監視員の項および農政事務嘱託員の項

を削り、 

「 

文化財保護審議会委員 年額 14,000円 を 

」 

「 

固定資産評価審査

委員会 

委員長 日額 5,000円 

に、 

委員 日額 5,000円 

行政事務嘱託員 年額 75,000円 

交通指導員 年額 22,000円以内 

環境美化推進員 年額 30,000円 

農政事務嘱託員 年額 27,000円 

」 

「 



 

 

その他法令または条例等による各種委員会等

の委員。ただし、年額および月額報酬を受ける

委員を除く。 

日額 4,000円以内 

を 

臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託

員およびこれらの者に準ずるもの 

任命権者が市長と協議して定める額 

」 

「 

付属機関の委員その他の構成員 学識経験を有する者は日額10,000円

を超えない範囲で任命権者が市長と

協議して定める額とし、その他の者

は日額 5,000 円とする。ただし、特

別の事由がある者については、これ

らの額を超えて定めることができ

る。 

に 

その他臨時または非常勤の職員 任命権者が市長と協議して定める額 

」 

改める。 

 

付 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関す

る条例第５条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前

に出発した旅行については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 



 

 

米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正後 現 行 

米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例 米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略 

(費用弁償) (費用弁償) 

第５条 略 第５条 略 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料の７

種とし、その額は地方自治法第 180条の５第１項各号および同条第３項各号に掲

げる委員会の委員および委員にあっては米原市特別職の職員の給与等に関する条

例（平成 17年米原市条例第 37号）の例により、その他の者にあっては米原市職

員等の旅費に関する条例（平成17年米原市条例第43号）の例による。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料の７

種とする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

 第６条 前条に規定する旅費の額は、米原市特別職の職員の給与等に関する条例（平

成17年米原市条例第37号）別表の例による。 

 (費用弁償の支給方法)  (費用弁償の支給方法) 

第６条 費用弁償の支給方法は、米原市職員等の旅費に関する条例の例による。 第７条 費用弁償の支給方法は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成 17年米原

市条例第43号)の例による。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 報酬額 

監査委員 識見者 月額 100,000円 

議会選出 月額 30,000円 

区分 報酬額 

 



 

 

公平委員会 委員長 日額 5,000円 

委員 日額 5,000円 

略 

農業委員会 会長 月額 38,000円 

委員 月額 25,000円 

略 

固定資産評価審査

委員会 

委員長 日額 5,000円 

委員 日額 5,000円 

行政事務嘱託員 年額 75,000円 

交通指導員 年額 22,000円以内 

環境美化推進員 年額 30,000円 

農政事務嘱託員 年額 27,000円 

略 

付属機関の委員その他の構成員 学識経験を有する者は日額 10,000円を

超えない範囲で任命権者が市長と協議

して定める額とし、その他の者は日額5,

000円とする。ただし、特別の事由があ

る者については、これらの額を超えて定

めることができる。 

監査委員 識見者 月額 100,000円 

議会選出 月額 30,000円 

略 

行政事務嘱託員 年額 75,000円 

交通指導員 年額 22,000円以内 

環境美化監視員 年額 30,000円 

農業委員会 会長 月額 38,000円 

委員 月額 25,000円 

農政事務嘱託員 年額 27,000円 

略 

文化財保護審議会委員 年額 14,000円 

略 

その他法令または条例等による各種委員

会等の委員。ただし、年額および月額報酬

を受ける委員を除く。 

日額 4,000円以内 



 

 

その他臨時または非常勤の職員 任命権者が市長と協議して定める額 
 

臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、

嘱託員およびこれらの者に準ずるもの 

任命権者が市長と協議して定める額 

 

  

付 則  

 (施行期日) 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用

弁償に関する条例第５条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅

行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

 

 

 

 


